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はじめに 

  日本では、2025 年完成に向けた“地域包括ケアシステムの構築”が各地で急速に進められ

ている。このなかで、訪問看護においては、医療専門職として、特に、疾病や障害を抱え

る状況および終末期の状況にあるすべての人々に対して、個々人が住み慣れた場所で最期

まで豊かに住み続けることを支える役割期待がますます高まっている。 

訪問看護制度が創設された 1992 年以降の 20 余年間、厚生労働省の訪問看護の発展に向

けた支援策として、介護報酬および診療報酬におけるプラス改定等が行われ、その結果、

近年の訪問看護事業所数（量）は順調に増加し、平成 28 年には 9000 ヵ所を超えた。 

この動向の中、本委員会では、訪問看護の第二の発展を見据え、平成 26 年度より 2 年間

にわたる直近の取り組みとして、訪問看護ステーションという「事業所単位」で、より多

くの看取りや医療ニーズの高い療養者を支えていくための仕組みづくりとその普及を目指

し、「訪問看護ステーションにおける事業所自己評価のガイドライン～看取りや医療ニーズ

の高い療養者を支える標準的な指針（ガイドライン）」を完成させ、事業所運営におけるケ

アの質確保につながる指針を提示するとともに、その配信・収集をウェブ上にて行うシス

テム開発を行った。

そして、今年度は、「利用者単位」での訪問看護の質確保のあり方を検討し、疾患や介護

力およびニーズに応じた訪問看護のケア実態を捉えた。すなわち、例として、本報告書に

掲載したように、がんとがん以外の療養者に対する訪問看護が行っている支援の違いを把

握した。がんはスピードを要する症状コントロール等の医療的対応を中心に訪問看護が支

援している実態である一方、がん以外の療養者に対しては、低栄養を原因とした褥瘡予防

や褥瘡への対応や家族を含めた全人的な支援を行っている実態が明らかにできた。また、

精神疾患や小児の療養者へのケア実態も予防的なかかわりや家族介護者へのかかわりを重

視したケア提供を行っている実態を捉えることができた。今年度のこれらの成果は、訪問

看護の評価を、今後より適正に改定していくためのエビデンスとして寄与できると考える。

さらに、これらの疾患や家族介護力の違いによる訪問看護のケア提供状況を正確に捉える

入力システムも開発した。今後は、本システムをさらに洗練させつつ、より多くの訪問看

護事業所に向けた本システムの普及を図り、訪問看護が行う正確なケアの提供実態をより

精緻に捉えていくことを目指し、利用者のための訪問看護の全国的なケアの質向上につな

げていきたいと考える。 

以上の調査にあたっては、これまでの複数年にわたり、多くの関係者の皆様に多大な協

力・貢献を頂き、ここに改めて感謝申し上げる。また、本研究事業班における今年度の取

組の成果をもとに、訪問看護ステーションの質確保のための更なる発展・利用の推進につ

ながっていくことを願う。 

 平成 29 年 3 月 

「訪問看護のケア実態及び必要性に関する調査研究事業」 

委員長 福井小紀子 （日本赤十字看護大学 教授） 
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要 旨 

１．事業の目的 

本事業では、地域包括ケアシステムの中で、医療と介護の両方の役割を担うことので

きる訪問看護サービスの多様かつ複雑化している利用者像を明らかにし、膨大なケアの

特徴を抽出・類型化するために、データ入力システムを開発し、機能強化型訪問看護事

業所の 500 名程度の利用者に対し、そのシステムを利用して、訪問看護事業所が行っ

ている利用者の特性に応じたサービス内容や提供量、コスト等の実態を集積し分析した。

その結果より、訪問看護事業所の利用者の特性に応じた訪問看護サービスの標準モデル

を提案する。 

２．訪問看護のケア実態を分析するためのシステム開発と調査 

１）訪問看護のケア実態の枠組みと項目の選定

第 2 章では、利用者の特性に応じたサービス内容や提供量、コスト等の実態について

把握するため、以下の方法により整理と検討を行い、多様かつ複雑化している利用者像

を明らかにし、膨大なケアの特徴を抽出・類型化するための枠組みと項目を選定した。 

(1) 過去研究等（他団体）についての整理・検討

(2) 過去研究等（全国訪問看護事業協会）についての整理・検討

(3) 医療機関における項目についての情報収集

(4) 検討委員会・ワーキング委員会での検討

２）訪問看護事業所のケア実態収集・集積のためのシステムの開発

第 3 章では、１）で選定した枠組みと項目を用いて、訪問看護事業所が行っている利

用者の特性に応じたケアの実態を集積し分析するため、各訪問看護事業所がインターネ

ット上で事業所情報や職員情報、利用者情報、利用者のニーズ、介入の内容、評価につ

いての情報を入力するためのシステムを開発した。また、各訪問看護事業所が入力した

データを収集・集積するシステムを開発した。 

３）訪問看護事業所のケア実態収集・集積のための調査の実施

第 4 章では、２）で開発したシステムを運用し、実際にデータを収集した。また、収

集したデータを集計し活用するにあたって、システムにおける課題を把握した。 

（１）調査の実施（事業所情報・職員情報・利用者情報）

機能強化型訪問看護管理療養費１または２を算定している 10 カ所の訪問看護事業所

に対して平成 28 年 9 月 22 日に調査実施説明会を実施した。事業協力の同意を得て、

平成 28 年 11 月 1 日～平成 28 年 11 月 30 日の 1 か月間、調査を実施した。 

調査では、事業所情報の入力、職員情報の入力を行った。対象とする職員は事業所の

職員全員で、209 名分の結果を得ることができた。 

-1-



利用者情報、介入の内容、ニーズ、評価についての情報を入力する対象の利用者は、

各事業所において、①がん末期の利用者、②がん以外の終末期の利用者、③神経難病、

④脳血管疾患、⑤呼吸器疾患または循環器疾患、⑥小児、⑦精神疾患、⑧認知症の疾患・

状態の利用者をそれぞれ５名程度、サービス開始が近い利用者から選んでもらった。（た

だし、11 月中の利用予定者で、医療保険・介護保険対象の在宅の利用者とした。）１事

業所あたり、約 50 名を抽出してもらい、合計で 515 名分の結果を得ることができた。 

４）事業所自己評価の実施と結果

今年度調査対象の 10 事業所が、昨年度事業で開発を行った事業所自己評価システム

を用い自己評価を行ったところ、１項目を除いた全ての項目で昨年度試行した訪問看

護事業所の全国平均値より高値であった。また、10 事業所の全 39 項目の合計平均値

は「103.2」で、全国平均値の「88.37」より「14.83」高かった。 

５）調査からわかったシステムの課題

データの保存／出力機能・アラート機能・グラフ化機能について、今後の運用にあた

って検討していく必要がある課題があることが明らかになった。 

３．訪問看護事業所が目指す訪問看護サービス標準モデル提案に向けての利用者の特性

別（疾患等別、介護者等別）分析と結果 

第 5 章では、２．で収集したデータを用いて、利用者の特性別（疾患等別、介護者等

別）に分析を行った。第 6 章では、機能強化型訪問看護事業所 10 カ所の利用者 515 人

を対象とした分析結果を考察した。その結果得られた「訪問看護事業所の利用者の特性

に応じた訪問看護サービス標準モデル」提案に向けた特徴的な内容を以下に示す。 

１）疾患等別分析結果

○６歳以下の小児の利用者に対しては、医療と生活どちらの面も支えられる支援と共に、

成長・発達段階の知識に基づいた成長への支援を行っている実態が示された。

・医療機器を使用している割合が 84.1%と約８割を占めていた。

・１か月あたりの訪問回数は平均 10.9 回、訪問時間は平均 613.8 分であった。

・93.0%の利用者に家族支援を行っていた。

・「成長と発達」のニーズがある利用者が 81.8%を占めていたが、そのうち 86.1％の

利用者がニーズ解決していなくても状態を維持できていた。 

○７歳～19 歳の小児の利用者に対しては、医療と生活どちらの面も支えられる支援と

共に、成長・発達段階の知識に基づいて、利用者自身でできることを増やし、社会生

活への行動拡大ができるようなセルフケア能力を高められる支援を行っている実態

が示された。

・医療機器を使用している割合が 84.0%と約８割を占めていた。
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・１か月あたりの訪問回数は平均 6.3 回、訪問時間は平均 368.3 分であった。 

・全 37 個のニーズ項目のうち、平均 12.6 個のニーズをもっていた。 

・「成長と発達」のニーズがある利用者が 76.0%を占めていたが、そのうち 94.7％の

利用者がニーズ解決していなくても状態を維持できていた。 

・「身体活動の推進」のニーズがある利用者が 80.0%を占めていたが、そのうち 95.0%

の利用者が解決していなくても状態が維持していた。 

 

○がん末期の利用者に対しては、「痛み」に着目し、改善できるように様々な介入を行

うことが必要であり、身体的痛みへの緩和だけでなく、全人的痛みへの緩和につなが

る看護ケアを行っている実態が示された。 

・１か月あたりの訪問回数は平均 11.8 回、訪問時間が平均 629.6 分であった。 

・連絡対応を 84.2%の利用者に行っていた。 

・訪問看護の診療報酬・介護報酬が平均 129,838.6 万円であり、他の特性と比べて一

番高かった。 

・「痛み」のニーズがある利用者が 65.8%を占めていたが、看護師によるニーズ評価

において、そのうち 32.0%の利用者がニーズ解決されていた。 

・利用者・家族による QOL の評価では、23.7％の利用者の痛み（不快感）が改善し

ていた。 

・薬剤の管理・指導を 84.2%の利用者に対して行っていた。 

・疾病や治療に関する説明・指導を 94.7%の利用者に対して行っていた。 

・「ターミナル期」のニーズがある利用者が 86.8%を占めていたが、そのうち 27.3%

の利用者が解決していた。 

・QOL 評価において、「痛み」以外に、「訪問看護を利用する前に比べ身体が安定」

が改善した利用者の割合が 31.6%であった。 

 

○がん以外の終末期の利用者に対しては、基本的な欲求を満たすための看護ケアを行い

つつ、低栄養を原因とした褥瘡予防のためのケア提供に着目し、予防的介入を行って

いる実態が示された。同時に、徐々に悪化する身体状況に対応しつつ、少しでも安定

した状態で過ごすための身体的、心理的・精神的、社会的な不安を含む全人的な看護

ケアが提供されている実態が確認された。 

・90 歳代の利用者が 47.1%であり、要介護５の利用者が 76.5%、寝たきり度がラン

クＣの利用者が 70.6%、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣの利用者が 64.7%であ

った。 

・EQ-5D は 11 月時点で 0.286 だったものが、12 月時点で 0.304 に上昇しており、

生活の質（QOL）が高まっていた。 

・利用者の基本的な欲求を満たすための看護ケア（清潔・衣生活・食事／栄養・排泄・

睡眠・環境整備／調整）が積極的に行われており、１回の訪問で様々なケアを行う

傾向があった。 
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・「褥瘡」のニーズがある利用者が 52.9%を占めていたが、そのうち 44.4%の利用者

がニーズ解決されていた。 

・64.7%の利用者に「低栄養」のニーズがあった。

・食事や栄養のケアを平均 6.5 回、環境整備・調整を平均 4.9 回行っていた。

・「ターミナル期」のニーズがある利用者が 70.6%を占めていたが、そのうち介入に

より解決したのは 8.3％であったが、66.7％の利用者がニーズ解決していなくても

状態を維持できていた。 

・QOL 評価において、「不安（ふさぎ込み）」が改善した利用者の割合が 29.4%であ

った。

・がん末期の利用者と比較すると、両者ともに訪問回数は約 11 回であり、連絡対応

を実施した割合は、88.2%とがん末期の利用者とほぼ同程度であった。

・訪問看護の診療報酬・介護報酬は平均 88,412.3 円で、がん末期の利用者の平均

125,977.4 円に比べて低かった。

○神経難病の利用者に対しては、頻回な訪問と多くの時間の介入により、病状の進行を

できるだけ遅らせ、状態を維持できるような看護ケア提供の実態が確認された。

・寝たきり度がランクＣの利用者が 40.7%であった。

・「ADL」のニーズがある利用者が 84.7%を占めていたが、そのうち 92.0%の利用者

が解決していなくても状態が維持していた。 

・１か月あたりの訪問回数は平均 12.3 回、訪問時間が平均 732.2 分であった。

○脳血管疾患の利用者に対しては、セルフケア能力を高め、身体機能の低下を予防する

看護ケアが、状態の維持のために提供されていた。

・要介護５の利用者が 32.8%であった。

・「ADL」のニーズがある利用者は 90.2%、「身体活動の推進」は 70.5%、「健康管理・

セルフケア」は 54.1%であり、介入により解決していなくても「状態が維持」した

利用者は、それぞれ 89.1%、90.7%、90.9%であった。 

○呼吸器疾患または循環器疾患の利用者に対しては、肺炎予防等の予防的関わりや心肺

機能を維持向上するための呼吸訓練等のリハビリテーションなどの看護ケアが、実態

として提供されていた。

・「心肺機能」のニーズがある利用者が 78.2%であり、介入により解決していなくて

も「状態が維持」した利用者が 85.2%であった。 

○精神疾患の利用者に対しては、健康管理や睡眠という身体的なニーズへの看護ケアと

ともに、社会生活への不安を聞き取り、それを解消することで自信を持たせ、生活が

送れるようにするための看護ケアが提供されていた。

・「気分」のニーズがある利用者は 82.8%、「社会関係」は 65.5%、「健康管理・セル
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フケア」は 86.2%、「睡眠」は 44.8%であり、介入により解決していないが「状態

が維持」した利用者は、それぞれ 75.0%、94.7%、72.0%、69.2%であった。 

・QOL 評価では、「普段の活動（仕事、勉強、家族、余暇活動）」24.1%、「痛み（不

快感）」27.6%、「不安（ふさぎ込み）」34.5%、「訪問看護を利用する前に比べ自信

がついた」37.9%の利用者が改善しており、様々な QOL が改善していた。 

・１か月あたりの訪問回数は平均 4.5 回、訪問時間が平均 254.5 分であった。 

 

○認知症の利用者に対しては、認知症症状や対応方法を正しく理解したうえで、その利

用者に合わせた対応、健康維持やセルフケア能力を維持・向上させることにより、認

知低下や周辺症状を予防する看護ケアが提供されていた。 

・要介護５の利用者が 30.2%、寝たきり度がランク C の利用者が 35.8%であった。 

・「認知低下」のニーズがある利用者は 71.7%、「健康管理・セルフケア」は 58.5%で

あり、介入により解決していないが「状態が維持」した利用者は、それぞれ 84.2%、

87.1%であった。 

・訪問介護の併用が 47.2％と疾患等別分析の利用者の中で最も多かった。 

 

２）介護者別分析結果 

○主介護者がいない利用者に対しては、ADLの維持への支援とともに、生活面に着目し

た関わりや、訪問介護との連携（情報共有・介護職員への指導等）による支援が提供

されている実態が示された。 

・56.4%が訪問介護を併用しており、主介護者がいる利用者の32.6%よりも高かった。 

・「ADL」のニーズがある利用者が 56.4％であったが、100％の利用者が解決してい

なくても状態を維持できていた。 

  

○独居の利用者に対しては、生活面に着目した関わりや、訪問介護との連携（情報共有・

介護職員への指導等）による支援とともに、薬剤の管理や指導を看護師が主導して支

援している実態が確認された。 

・66.7%が訪問介護を併用しており、独居ではない利用者の 23.7%よりも高かった。 

・薬剤の管理・指導の介入回数について、独居である利用者は平均 5.6 回であり、独

居ではない利用者の平均 3.1 回より多かった。 

 

４．訪問看護事業所が目指す訪問看護サービス標準モデル提案に向けての利用者の特性

別（ニーズ別）分析と結果 

第 5 章では、２．で収集したデータを用いて、利用者の特性別（ニーズ別）に分析を

行った。第 6 章では、機能強化型訪問看護事業所 10 カ所の利用者 515 人を対象とした

分析結果を考察した。その結果得られた「訪問看護事業所の利用者の特性に応じた訪問

看護サービス標準モデル」提案に向けた特徴的な内容は以下の通りである。 

ニーズ別分析結果については、第 5 章第 2 節の６．ニーズ別介入率の表（P227）に
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おいて、介入率の 70％以上を◎、60％～70％未満を○、50％～60％未満を△、50％

未満を空白で示しているが、どのニーズに対しても多くの看護ケアを 50％以上提供し

ていることがわかる。また、このデータは、事業所自己評価の実施結果（第 4 章第 3

節）で示すように、全 39 項目中１項目を除いた全ての項目で全国平均値より高値であ

り、合計平均値は全国の「88.37」に対して「103.2」と 15 点程度高い評価ができる

10 か所の機能強化型訪問看護事業所の調査結果である。つまり、標準よりも高いレベ

ルの事業所の調査から導き出した結果と考えることができるため、一般的な訪問看護

事業所が目指すべき訪問看護サービスの標準モデルの一案として提示する。 

５．今後の課題 

今回は、調査対象の訪問看護事業所の種類（機能強化型）と量（10 事業所）及び利

用者数（515 名）が限られた中での分析になったが、一定の成果が得られたところであ

る。今後は調査対象の種類や量をより大きくすることで、『訪問看護の見える化』を検

討するための分析と、より一般的な標準モデルが検討できると考えられる。 

本調査におけるアウトカムは、訪問看護の介入だけのアウトカムというわけではなく、

他の介護保険・医療保険・障害者等のサービスの介入すべてのアウトカムと考えられる。

現実的には、訪問看護だけで在宅療養を支えている利用者は少なく、利用者や家族を中

心に多くのサービスや職種がチームとなって活動している。そのような中、チーム内で

の訪問看護師の役割を把握し、他職種との連携を行いながら、看護の専門性を発揮でき

る介入を模索する必要がある。また、今回の調査では、調査期間を１か月間とし、その

前後で状態の変化等を把握したが、調査期間前からの看護介入がアウトカムに影響して

いることを考慮する必要がある。さらに、今回の調査では、調査期間を１か月間として

いるが、それが最適とはいえず、状態の変化を把握するためには、どの程度の期間で評

価すべきか、引き続き検討することが求められる。 

上記の点を踏まえて、今後、システムおよび運用方法や調査方法を改善したうえで、

多くの訪問看護事業所に協力いただき、一定期間、データを蓄積していくことで、調査

対象の種類と量の限界という課題を解決でき、より正確な標準モデルの検討を行うため

のデータ収集が可能となると考えられる。本調査は入力項目が多く、回答事業所の負担

が大きかったという意見もあったことから、入力項目を厳選していくための検討も必要

であると考えられる。そのことにより、今回示した「訪問看護事業所が目指す訪問看護

サービスの標準モデル」の精度が高まり、多くの訪問看護事業所の指針として活用され

ることにつながる。 

また、各事業所が、自事業所のデータを蓄積・分析することで、事業所ごとの標準モ

デルを検討し、自事業所の評価を行うためにデータを活用することも有用なものとなり、

訪問看護の質を高めるための一助となる。 
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第１章 事業の実施概要 





第1章 事業の実施概要 

1.事業の目的

世界に類を見ない速さで高齢化が進行している我が国において、社会保障政策の最重要

課題の一つが、持続可能な医療・介護のシームレスな制度設定である。とりわけ重要なの

は、在宅ケアの基盤整備であると言える。 

そのような中、医療と介護の両方の役割を担うことのできる訪問看護サービスの効果的

・効率的な提供を推進することは、地域包括ケアシステムを構築する上でも重要な課題で

ある。さらに、訪問看護サービスがスムーズに提供されることは、在宅療養の継続、希望

に沿った在宅での看取りの実現に一層、近づくことになる。 

そのため、利用者の特性に応じたサービス内容や提供量、コスト等の実態について明ら

かにし、利用者の特性に応じた訪問看護のあり方等について検討することが必要であると

考える。 

具体的にはまず、多様かつ複雑化している利用者像を明らかにし、膨大なケアの特徴を

抽出・類型化するための入力項目の選定およびこれらの項目のデータ入力システムを開発

する。 

その上で、機能強化型訪問看護事業所の 500名程度の利用者に対し、そのシステムを利

用して訪問看護事業所が行っている利用者の特性に応じたケアの実態を集積し分析するこ

とにより、訪問看護サービスの効果的かつ効率的な提供を推進することを目的とした、利

用者の特性に応じた訪問看護サービスの標準モデルを提案する。 
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2.事業実施体制

(1)検討委員会

本事業を実施するにあたり、検討委員会を設置し、事業の検討・実施・報告書のとりま

とめ等のため、検討委員会を３回開催した。 

【委員長】 

福井小紀子  日本赤十字看護大学 教授 

【委員】 

安藤眞知子  日本訪問看護財団 事務局次長 

伊藤 雅治  全国訪問看護事業協会 会長 

上野 桂子  全国訪問看護事業協会 副会長 

齋藤 訓子  日本看護協会 常任理事 

鈴木 邦彦  日本医師会 常任理事 

高砂 裕子  南区医師会訪問看護ステーション 管理者 

林田 賢史  産業医科大学病院医療情報部 部長 

藤田 淳子  日本赤十字看護大学 准教授 

【事務局】 

清崎由美子  全国訪問看護事業協会 事務局長 

吉原由美子  全国訪問看護事業協会 業務主任 

倉地 沙織  全国訪問看護事業協会 

木村美佐子  全国訪問看護事業協会 

【委託会社】 

星芝由美子  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員 

鈴木 陽子  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員 

丸山 知美  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 研究員 

【検討委員会の開催時期・議題】 

回数 開催日 議題 

第１回 平成28年7月13日 １．事業内容の説明 

２．先駆的な取り組みの紹介 

３．「訪問看護の在り方」についてのフリーディスカッション 

第２回 平成 28年 9月 6日 １．調査概要および調査対象訪問看護事業所について 

２．ケア実態の枠組みと項目について 

３．システム構築の概要 

４．意見交換 

第３回 平成 29年 3月 7日 １．項目整理と結果とシステムの内容 

２．調査結果の報告 

３．「結果・取りまとめ」のための検討 
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(2)ワーキング委員会

本事業を実施するにあたり、ワーキング委員会を設置し、運用システムの検討等のため、

ワーキング委員会を４回開催した。

【委員長】 

福井小紀子  日本赤十字看護大学 教授 

【委員】 

石川 孝子  上智大学 助教 

柏木 公一 国立看護大学校 准教授 

佐野けさ美 東京大学大学院 学術支援専門員 

清水 準一  首都大学東京大学院 准教授 

高砂 裕子  南区医師会訪問看護ステーション 管理者 

中島 朋子  東久留米白十字訪問看護ステーション 所長 

林田 賢史  産業医科大学病院医療情報部 部長 

藤田 淳子  日本赤十字看護大学 准教授 

宮本 祥代  石心会在宅事業部 統括所長 

【事務局】 

清崎由美子  全国訪問看護事業協会 事務局長 

吉原由美子  全国訪問看護事業協会 業務主任 

倉地 沙織  全国訪問看護事業協会 

木村美佐子  全国訪問看護事業協会 

【委託会社】 

星芝由美子  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員 

鈴木 陽子  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員 

丸山 知美  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 研究員 

【オブザーバー】 

添野 元秀  いきいきメディケアサポート株式会社 部長 

【ワーキング委員会の開催時期・議題】 

回数 開催日 議題 

第１回 平成 28年 7月 22日 １．事業内容の説明、進捗 

２．先駆的な取り組みの紹介 

３．フリーディスカッション 

第２回 平成 28年 8月 10日 １．システム会社公募結果の報告 

２．システム構築（案）の説明 

３．ケア実態の枠組みと項目の検討 

４．調査対象訪問看護事業所について 

第３回 平成 28年 8月 31日 １．調査対象訪問看護事業所について 

２．ケア実態の項目の検討 

３．調査対象者の選定方法について 

第４回 平成 29年 3月 2日 １．項目整理と結果とシステムの内容 

２．調査結果の報告 
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第２章 訪問看護のケア実態の 

枠組みと項目の選定 
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第３章 訪問看護事業所のケア実態 

収集・集積のための 

システムの開発





第3章 訪問看護事業所のケア実態収集・集積のための 

システムの開発

第1節 訪問看護事業所のケア実態収集・集積のためのシステムの開発 

1. 目的

訪問看護事業所が行っている利用者の特性に応じたケアの実態を集積し分析するため、

各訪問看護事業所がインターネット上で事業所情報や職員情報、利用者情報、介入の内容、

利用者のニーズ、評価についての情報を入力するためのシステムを開発した。また、各訪

問看護事業所が入力したデータを収集・集積するシステムを開発した。 

2. システムの開発

(1) ウェブサイトの構築

1) ウェブサイトの概要

ウェブサイトの構造は、以下のようにした（詳細の項目については参考資料を参照）。

図表 3-1 ウェブサイトの構造 

ログイン画面 それぞれの訪問看護事業所に振り分けたIDと設定したパスワード

（初回のみ仮パスワード）によってログインする。 

TOP画面 以下の項目で構成した。 

 利用者情報登録・更新／利用者ニーズ・評価

 介入（訪問時）・介入（訪問以外）

 事業所情報登録・更新

 職員情報登録・更新

利用者情報登録・更

新／利用者ニー

ズ・評価画面 

利用者の基本情報や利用者・家族に対して実施したQOL調査の結

果を登録する。 

また、立案した看護計画に沿って利用者ニーズの登録とその評価

を登録する。 

介入（訪問時）・介

入（訪問以外）画面 

訪問の内容や訪問以外（連絡対応・会議・サマリーの作成等）の

内容について実施の都度登録する。 

事業所情報登録・更

新画面 

事業所の基本情報について登録する。 

職員情報登録・更新

画面 

個々の職員の基本情報について登録する。 

-21-



2) ウェブサイトの画面

ウェブサイトの画面イメージは以下の通りである。

①ログイン画面

図表 3-2 ログイン画面 

② TOP 画面

図表 3-3  TOP画面 
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③パスワード・メールアドレス変更画面

図表 3-4 パスワード・メールアドレス変更画面 

④利用者情報登録・更新

図表 3-5 利用者情報登録・更新／利用者ニーズ・評価画面 
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図表 3-6 利用者情報登録・更新画面 
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図表 3-7 利用者 QOL登録画面 
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⑤利用者ニーズ登録・評価画面

図表 3-8 利用者ニーズ登録画面 
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図表 3-9 利用者ニーズ評価画面 
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⑥介入（訪問時）登録画面

図表 3-10 介入（訪問時）登録画面 
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⑦介入（訪問以外_連絡対応）登録画面

図表 3-11 介入（訪問以外_連絡対応）登録画面 

図表 3-12 介入（訪問以外_会議等）登録画面 
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図表 3-13 介入（訪問以外_サマリー作成）登録画面 

図表 3-14 介入（訪問以外_その他）登録画面 
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⑧事業所情報登録画面

図表 3-15 事業所情報登録画面 

-31-



⑨職員情報登録画面

図表 3-16 職員情報登録画面 
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第４章 訪問看護のケア実態 

収集・集積のための 

調査の実施と基本的な結果 





第4章 訪問看護のケア実態収集・集積のための調査の実施と

基本的な結果

第1節 訪問看護事業所のケア実態収集・集積のための調査の実施方法 

1. 目的

訪問看護のケア実態の枠組みと項目について、第２章で整理・検討を行った。第２章に

おける項目を調査するために、第３章ではシステムを開発した。 

本調査ではシステムを運用し、実際にデータを収集・集積するとともに、システムの評

価を行い、課題を抽出することを目的とした。また収集したデータについて、利用者の特

性等別に分析を行い、第５章に掲載した。 

2. 対象

本調査の対象事業所は、機能強化型訪問看護管理療養費１または２を算定している訪問

看護事業所 10 事業所について委員会で選定を行った。対象者については、医療保険もし

くは介護保険対象の在宅の利用者（施設入居者除く）で、11 月中の利用予定者のうち、以

下の条件でそれぞれ抽出を行った結果、合計 515 名の利用者を対象とした。 

3. 調査方法

10 事業所においてシステムにデータを入力してもらった後、データを出力し、分析を行

った。その結果、下記が集計対象数である。 

職員数：209 名 

利用者数：515 名 

4. 調査実施期間

平成 28 年 11 月 1 日～平成 28 年 11 月 30 日 

＜選定条件＞ 

以下の①～⑧の疾患・状態の利用者をそれぞれ５名程度、サービス開始が近い

利用者から選ぶ。 

①がん末期の利用者 ②がん以外の終末期の利用者

③神経難病 ④脳血管疾患

⑤呼吸器疾患または循環器疾患 ⑥小児

⑦精神疾患 ⑧認知症
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第2節 訪問看護事業所のケア実態収集・集積のための調査で収集した

データの集計結果 

1. 事業所情報 

回答事業所は、機能強化型訪問看護管理療養費１または２を算定している訪問看護事業

所 10 事業所である。 

 

(1) 基本情報 

1)  事業開始年 
事業開始年は、「平成 7 年～平成 16 年」が５件、「平成 17 年～平成 21 年」は３件、「平

成 6 年以前」は２件であった。 

図表 4-1 事業開設年 (n=10) 

  事業所数（件） 

平成 6年以前 2 

平成 7年～平成 16年 5 

平成17年～平成21年 3 

合計 10 

 

2)  法人等種別 
法人等種別は、「医療法人」、「営利法人」がそれぞれ３件、「看護協会」、「医師会」、「社

団・財団法人（医師会・看護協会除く）」「社会福祉法人（社協以外）」がそれぞれ１件であ

った。 

図表 4-2 法人等種別 (n=10) 

 
事業所数（件） 

医療法人 3 

看護協会 1 

医師会 1 

社団・財団法人（医師会・看護協会除く） 1 

社会福祉法人（社協以外） 1 

営利法人 3 

合計 10 
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3) 併設施設・事業所

すべての事業所に併設施設・事業所があった。併設施設・事業所の種類は、「居宅介護

支援事業所」が９件、「病院」「介護老人保健施設」「訪問介護事業所」「通所介護事業所」

がそれぞれ３件であった。 

図表 4-3 併設施設・事業所の有無 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 10 

なし 0 

合計 10 

図表 4-4 併設施設・事業所の種類（複数回答）(n=10) 

事業所数（件） 

病院 3 

診療所 1 

介護老人保健施設 3 

特別養護老人ホーム 1 

訪問介護事業所 3 

通所介護事業所 3 

小規模多機能型居宅介護事業所 1 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 

居宅介護支援事業所 9 

その他 7 

合計 10 

その他回答 

・ NPO法人 高齢者・障害者支援（訪問散髪 福祉有償運送 保険外ヘルプサービスなど）

・介護保険福祉用具貸与・販売・住宅改修、地域包括支援センター

・検診センター

・児童発達支援事業所・放課後デイサービス

・地域包括支援センター、福祉用具貸与事業所

・有料老人ホーム

・指定障がい児通所支援事業所
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(2) 加算届出状況（11 月 1 日時点）

1) 介護保険

①緊急時訪問看護加算

すべての事業所が緊急時訪問看護加算を届け出ていた。

図表 4-5 緊急時訪問看護加算 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 10 

なし 0 

合計 10 

②特別管理加算

すべての事業所が特別管理加算を届け出ていた。

図表 4-6 特別管理加算 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 10 

なし 0 

合計 10 

③看護体制強化加算

看護体制強化加算を届け出ている事業所は１件であった。

図表 4-7 看護体制強化加算 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 1 

なし 9 

合計 10 

④サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算を届け出ている事業所は９件であった。

図表 4-8 サービス体制強化加算 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 9 

なし 1 

合計 10 
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⑤ターミナルケア体制

ターミナルケア体制を届け出ている事業所は８件であった。

図表 4-9 ターミナルケア体制 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 8 

なし 2 

合計 10 

2) 医療保険

①精神科訪問看護基本療養費

精神科訪問看護基本療養費を届け出ている事業所は７件であった。

図表 4-10 精神科訪問看護基本療養費(n=10) 

事業所数（件） 

あり 7 

なし 3 

合計 10 

② 24 時間対応体制加算

すべての事業所が 24 時間対応体制加算を届け出ていた。

図表 4-11 24時間対応体制加算 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 10 

なし 0 

合計 10 

③特別管理加算

すべての事業所が特別管理加算を届け出ていた。

図表 4-12 特別管理加算 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 10 

なし 0 

合計 10 
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④機能強化型訪問看護管理療養費

本調査は機能強化型訪問看護管理療養費を届け出ている訪問看護事業所が対象である。機能

強化型訪問看護管理療養費１を届け出ている事業所が７件、機能強化型訪問看護管理療養費２

を届け出ている事業所が３件であった。 

機能強化型訪問看護管理療養費の届出要件別に直近１年間の数でみると、ターミナルケア療

養費の算定件数が平均 20.9 件、ターミナルケア加算の算定件数が平均 7.6 件、在宅で死亡した

利用者のうち保険医療機関で在宅がん医療総合診療料の算定件数が平均 0.2 件、各月の超重症

児の合計利用者数は平均 44.5 人、各月の準超重症児の合計利用者数は平均 26.0 人、各月の別

表７の該当合計利用者数は平均 313.3 人であった。 

図表 4-13 機能強化型訪問看護管理療養費 (n=10) 

事業所数（件） 

あり 10 

なし 0 

合計 10 

図表 4-14 機能強化型訪問看護管理療養費の種別 (n=10) 

事業所数（件） 

機能強化型訪問看護管理療養費１ 7 

機能強化型訪問看護管理療養費２ 3 

合計 10 

図表 4-15 機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件別 直近１年間における該当数 

事業所数
（件） 

平均値 
（件） 

標準 
偏差 

中央値 
（件） 

ターミナルケア療養費の算定件数 10 20.9 10.5 20.5 

ターミナルケア加算の算定件数 10 7.6 6.6 6.5 

在宅で死亡した利用者のうち 
保険医療機関で在宅がん医療総合診療料の算定件数 

10 0.2 0.6 0 

各月の超重症児の合計利用者数 10 44.5 48.8 32 

各月の準超重症児の合計利用者数 10 26.0 23.5 20 

各月の別表７の該当合計利用者数 10 313.3 183.0 261 
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⑤訪問看護基本療養費注２及び注４に規定する専門の研修を受けた看護師（医療保険）

訪問看護基本療養費注２及び注４に規定する専門の研修を受けた看護師がいる事業所は１

件であり、緩和ケアに係る専門の研修を受講していた。 

図表 4-16 訪問看護基本療養費注２及び注４に規定する専門の研修を受けた看護師（医療保険） 

(n=10) 

事業所数（件） 

あり 1 

なし 9 

合計 10 
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(3) 事業所の利用者数・延べ訪問回数

1) 利用者数（実人数）

回答事業所の利用者数（実人数）について、医療保険は１事業所あたり平均 58.5 人、介

護保険（要支援）は１事業所あたり平均 25.1 人、介護保険（要介護）は１事業所あたり平

均 142.8 人であった。 

図表 4-17 利用者数（実人数） 

事業所数 

（件） 

平均値 

（人） 

標準偏差 中央値 

（人） 

医療保険 10 58.5 30.6 48.5 

介護保険（要支援） 10 25.1 17.0 29.5 

介護保険（要介護） 10 142.8 86.1 129.5 

2) 延べ訪問回数

利用者の延べ訪問回数について、医療保険は１事業所あたり平均 545.6 回、介護保険（要

支援）は１事業所あたり平均 99.3 回、介護保険（要介護）は１事業所あたり平均 834.7

回であった。 

図表 4-18 延べ訪問回数 

事業所数 

（件） 

平均値 

（回） 

標準偏差 中央値 

（回） 

医療保険 10 545.6 346.0 420 

介護保険（要支援） 10 99.3 65.3 112 

介護保険（要介護） 10 834.7 442.1 821.5 
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2. 職員情報

回答があった職員数全体は 209 名であった。 

(1) 基本情報

1) 性別

性別は、「男性」が 12.0％、「女性」が 87.0％であった。

図表 4-19 性別（n=209) 

2) 職員区分

職員区分は「看護職員等」が 94.0％、「事務職員等」が 5.1％であった。

図表 4-20 職員区分(n=209) 

12.0% 87.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 無回答

94.0% 5.1%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看護職員等 事務職員等 その他
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3) 主たる資格種類

看護職員等のうち、主たる資格種類は、「看護師」が 75.5％、「理学療法士」が 11.2％で、

「作業療法士」が 5.1％であった。 

図表 4-21 看護職員等の主たる資格種類（複数回答）（n=196） 

75.5%

0.0%

2.6%

0.0%

11.2%

5.1%

3.6%

0.0%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80%

看護師

准看護師

保健師

助産師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

精神保健福祉士

無回答
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4) 保有資格種類

看護職員等のうち、保有資格種類は、「看護師」が 76.0％、「介護支援専門員」が 16.8％

で、「呼吸療法士・理学療法士」が 10.2％であった。 

図表 4-22 看護職員等の保有資格種類（複数回答）（n=196） 

5) 勤務形態区分

看護職員等の勤務形態区分は、「常勤専従」が 60.2％、「常勤兼務」は 6.6％、「非常勤専

従」は 26.5％であった。 

図表 4-23 職種別 勤務形態区分 

76.0%

2.6%

8.2%

0.5%

1.5%

16.8%

10.2%

4.6%

3.6%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80%

看護師

准看護師

保健師

助産師

養護教諭

介護支援専門員

呼吸療法士・理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

ホームヘルパー

60.2%

63.6%

50.0%

6.6%

9.1%

0.0%

26.5%

18.2%

0.0%

4.6%

9.1%

50.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

看護職員等(n=196)

事務職員等(n=11)

その他(n=2)

常勤専従 常勤兼務 非常勤専従 非常勤兼務 無回答
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図表 4-24 看護職員等の職種（資格）別 勤務形態区分 

合計 常勤専従 常勤兼務 非常勤専
従 

非常勤兼
務 

無回答 

看護師 148 90 9 44 5 0 

100.0% 60.8% 6.1% 29.7% 3.4% 0.0% 

准看護師 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

保健師 5 2 0 3 0 0 

100.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 

助産師 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

理学療法士 22 14 3 2 3 0 

100.0% 63.6% 13.6% 9.1% 13.6% 0.0% 

作業療法士 10 8 0 2 0 0 

100.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

言語聴覚士 7 4 1 1 1 0 

100.0% 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 

精神保健福祉士 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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6) 届出常勤換算数

看護職員等の届出常勤換算数は「１人」が 62.8%であった。

図表 4-25 職種別 届出常勤換算数 

62.8%

1.0%

10.2%

1.5%

5.1%

3.6%

2.0%

5.1%

3.6%

2.6%

2.6%

54.5%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

18.2%

0.0%

9.1%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1人

0.9人

0.8人

0.7人

0.6人

0.5人

0.4人

0.3人

0.2人

0.1人

無回答

看護職員等(n=196) 事務職員等(n=11) その他(n=2)
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図表 4-26 職種（資格）別 届出常勤換算数 

合計 1人 0.9人 0.8人 0.7人 0.6人 0.5人 

全体 209 130 3 20 3 10 7 

100.0% 62.2% 1.4% 9.6% 1.4% 4.8% 3.3% 

看護師 148 93 2 17 3 9 5 

100.0% 62.8% 1.4% 11.5% 2.0% 6.1% 3.4% 

准看護師 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

保健師 5 2 0 1 0 1 0 

100.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 

助産師 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

理学療法士 22 16 0 1 0 0 1 

100.0% 72.7% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 

作業療法士 10 8 0 1 0 0 0 

100.0% 80.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

言語聴覚士 7 4 0 0 0 0 1 

100.0% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 

精神保健 
福祉士 

0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

合計 0.4人 0.3人 0.2人 0.1人 無回答 

全体 209 4 11 9 5 7 

100.0% 1.9% 5.3% 4.3% 2.4% 3.3% 

看護師 148 1 10 4 3 1 

100.0% 0.7% 6.8% 2.7% 2.0% 0.7% 

准看護師 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

保健師 5 0 0 1 0 0 

100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

助産師 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

理学療法士 22 2 0 1 1 0 

100.0% 9.1% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 

作業療法士 10 0 0 0 1 0 

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 

言語聴覚士 7 1 0 1 0 0 

100.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 

精神保健 

福祉士 

0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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7) 勤務経験年数

勤務経験年数は、平均 5.4 年であった。職種別にみると、看護職員等が平均 5.3 年、事

務職員等が平均 6.2 年であった。看護職員等の勤務経験年数について、職種（資格）別に

みると、看護師が平均 5.5 年、保健師が平均 9.4 年であった。 

図表 4-27 職種別 勤務経験年数 

回答件数

（件） 

平均値 

（年） 
標準偏差 

中央値 

（年） 

全体 196 5.4 5.2 3.6 

看護職員等 183 5.3 5.2 3.6 

事務職員等 11 6.2 5.3 4.6 

その他 2 4.0 2.9 4.0 

図表 4-28 職種（資格）別 看護職員等勤務経験年数 

回答件数

（件） 

平均値 

（年） 
標準偏差 

中央値 

（年） 

看護師 141 5.5 5.3 3.7 

准看護師 0 - - - 

保健師 5 9.4 9.2 3.9 

助産師 0 - - - 

理学療法士 21 4.4 4.2 3.5 

作業療法士 9 4.7 4.3 2.8 

言語聴覚士 7 2.5 1.8 2.2 

精神保健福祉士 0 - - - 
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8) 医療職経験年数（入職時）

入職時の医療職経験年数は、平均 12.6 年であった。職種（資格）別にみると、看護師が

平均 14.4 年、保健師が平均 8.6 年、作業療法士が 9.1 年であった。 

図表 4-29 職種（資格）別 入職時の医療職経験年数（年換算） 

回答件数

（件） 

平均値 

（年） 
標準偏差 

中央値 

（年） 

全体 181 12.6 8.7 11.0 

看護師 139 14.4 8.5 12.0 

准看護師 0 - - - 

保健師 5 8.6 5.6 7.0 

助産師 0 - - - 

理学療法士 21 6.1 6.4 4.5 

作業療法士 9 9.1 6.4 10.0 

言語聴覚士 7 2.5 2.9 2.2 

精神保健福祉士 0 - - - 

9) 医療機関における医療職経験年数（入職時）

入職時の医療機関における医療職経験年数は、平均 9.9 年であった。職種（資格）別に

みると、看護師が平均 11.7 年、保健師が平均 5.6 年であった。 

図表 4-30 職種（資格）別 入職時の医療機関における医療職経験年数（年換算） 

回答件数

（件） 

平均値 

（年） 
標準偏差 

中央値 

（年） 

全体 181 9.9 7.5 9.0 

看護師 139 11.7 7.3 10.0 

准看護師 0 - - - 

保健師 5 5.6 2.9 6.3 

助産師 0 - - - 

理学療法士 21 4.0 5.5 2.8 

作業療法士 9 4.9 2.7 5.3 

言語聴覚士 7 1.0 1.5 0.0 

精神保健福祉士 0 - - - 
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10) 訪問看護職経験年数（入職時）

入職時の訪問看護職経験年数は、平均 2.2 年であった。職種（資格）別にみると、看護

師が平均 2.6 年、保健師が平均 0.8 年であった。 

図表 4-31 職種（資格）別 入職時の訪問看護職経験年数（年換算） 

回答件数

（件） 

平均値 

（年） 
標準偏差 

中央値 

（年） 

全体 183 2.2 4.3 0.0 

看護師 141 2.6 4.6 0.0 

准看護師 0 - - - 

保健師 5 0.8 1.3 0.5 

助産師 0 - - - 

理学療法士 21 1.1 3.2 0.0 

作業療法士 9 1.1 2.3 0.0 

言語聴覚士 7 0.0 0.0 

精神保健福祉士 0 - - - 
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11) 小児科病棟での勤務経験（入職時）

入職時の小児科病棟での勤務経験について、「有」が 16.8％であった。職種（資格）別

にみると、看護師が 21.6%、理学療法士が 4.5％、他の職種は勤務経験がなかった。 

図表 4-32 小児科病棟での勤務経験の有無（n=196） 

図表 4-33 職種（資格）別 入職時の小児科病棟での勤務経験の有無 

合計 あり なし 無回答 

全体 196 33 152 11 

100.0% 16.8% 77.6% 5.6% 

看護師 148 32 111 5 

100.0% 21.6% 75.0% 3.4% 

准看護師 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

保健師 5 0 5 0 

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

助産師 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

理学療法士 22 1 20 1 

100.0% 4.5% 90.9% 4.5% 

作業療法士 10 0 9 1 

100.0% 0.0% 90.0% 10.0% 

言語聴覚士 7 0 7 0 

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

精神保健福祉士 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

16.8% 77.6% 5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答
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12) 精神科病棟での勤務経験（入職時）

入職時の精神科病棟での勤務経験について、「有」が 6.6％であった。職種（資格）別に

みると、看護師が 8.1%、作業療法士が 10.0％、他の職種は勤務経験がなかった。 

図表 4-34 入職時の精神科病棟での勤務経験の有無（n=196） 

図表 4-35 職種（資格）別 入職時の精神科病棟での勤務経験の有無 

合計 あり なし 無回答 

全体 196 13 172 11 

100.0% 6.6% 87.8% 5.6% 

看護師 148 12 131 5 

100.0% 8.1% 88.5% 3.4% 

准看護師 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

保健師 5 0 5 0 

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

助産師 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

理学療法士 22 0 21 1 

100.0% 0.0% 95.5% 4.5% 

作業療法士 10 1 8 1 

100.0% 10.0% 80.0% 10.0% 

言語聴覚士 7 0 7 0 

100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

精神保健福祉士 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

6.6% 87.8% 5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答
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13) 精神科訪問看護基本療養費算定要件届出看護師

精神科訪問看護基本療養費算定要件届出看護師である職員は 23.5％であった。職種（資

格）別にみると、看護師が 24.3%、保健師が 80.0%、作業療法士が 60.0％であった。 

図表 4-36 精神科訪問看護基本療養費算定要件届出看護師（n=196） 

図表 4-37 職種（資格）別 精神科訪問看護基本療養費算定要件届出看護師の有無 

合計 はい いいえ 無回答 

全体 196 46 142 8 

100.0% 23.5% 72.4% 4.1% 

看護師 148 36 110 2 

100.0% 24.3% 74.3% 1.4% 

准看護師 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

保健師 5 4 1 0 

100.0% 80.0% 20.0% 0.0% 

助産師 0 

0.0% 

理学療法士 22 

100.0% 

作業療法士 10 6 3 1 

100.0% 60.0% 30.0% 10.0% 

言語聴覚士 7 

100.0% 

精神保健福祉士 0 

0.0% 

23.5% 72.4% 4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答
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14) 認定看護師

認定看護師は 7.8％であった。認定看護師（12 名）のうち、訪問看護を専門分野にして

いる看護師が 10 名、保健師が 1 名、緩和ケアを専門にしている看護師が 1 名であった。 

図表 4-38 認定看護師（n=153） 

15) 専門看護師

専門看護師は 1.3％（２名）であった。専門看護師は、２名とも精神看護を専門分野に

していた。 

図表 4-39 専門看護師（n=153） 

16) 認定看護管理者

認定看護管理者はいなかった。 

図表 4-40 認定看護管理者（n=196） 

7.8% 90.2% 2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答

1.3% 96.1% 2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答

0.0% 95.9% 4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答
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3. 利用者情報 

(1) 利用者の抽出条件 
本調査の対象は、機能強化型訪問看護管理療養費１または２を算定している訪問看護事

業所 10 事業所から、以下の条件でそれぞれ抽出された合計 515 名の利用者である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基本情報 

1)  年齢 
年齢は、「80 歳代」が 28.5％、「70 歳代」は 21.9％で、「90 歳代」は 13.6％であった。 

図表 4-41 調査時点での年齢（n=515） 

 

2)  性別 
性別は、「男性」が 48.9％、「女性」は 51.1％であった。 

6.0%

2.5%

2.3%

2.5%

1.4%

1.6%

1.9%

6.4%

9.7%

21.9%

28.5%

13.6%

1.4%

0.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

０～３歳

４～６歳

７～９歳

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代

９０歳代

１００歳以上

無回答

＜選定条件＞ 

以下の①～⑧の疾患・状態の利用者をそれぞれ５名程度、サービス開始が近い

利用者から選ぶ。 

 

①がん末期の利用者  ②がん以外の終末期の利用者 

③神経難病   ④脳血管疾患 

⑤呼吸器疾患または循環器疾患 ⑥小児 

⑦精神疾患   ⑧認知症 
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図表 4-42 性別（n=515） 

3) 保険種別

保険種別は、「医療保険」が 41.0％、「介護保険」は 58.3％であった。医療保険のうち、

「訪問看護基本療養費」を算定している利用者は 72.5%、「精神科訪問看護基本療養費」

を算定している利用者は 10.0%であった。 

図表 4-43 保険種別（n=515） 

図表 4-44 医療保険種別（n=211） 

48.9% 51.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性

41.0% 58.3%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療保険 介護保険 その他

72.5% 10.0% 17.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問看護基本療養費 精神科訪問看護基本療養費 無回答
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4) 生活保護法による公費負担医療

生活保護法による公費負担医療を受けている利用者は、7.0％であった。

図表 4-45 生活保護法による公費負担医療の有無（n=515） 

5) 主介護者

主介護者は、「配偶者」が 36.1%、「子」が 28.5%、「本人の父母」が 15.1%であった。

図表 4-46 主介護者（n=515） 

7.0% 91.1% 1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答

36.1%

28.5%

3.9%

0.2%

0.0%

15.1%

0.6%

0.4%

3.1%

2.9%

7.6%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者

子

子の配偶者

孫

孫の配偶者

本人の父母

配偶者の父母

祖父母

兄弟・姉妹

その他

いない

無回答
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6) 家族構成

家族構成は、「高齢者世帯」が 26.4%、「独居」が 18.6%であった。

図表 4-47 家族構成（n=515） 

7) 希望する看取りの場所（利用者）

利用者が希望する看取りの場所は、「自宅」が 70.7%、「不明」が 15.5%、「未定」が 6.9%

であった。 

図表 4-48 希望する看取りの場所（利用者）（n=58） 

18.6% 7.8% 26.4% 44.5% 2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

独居 日中独居 高齢者世帯 その他 無回答

70.7%

5.2%

0.0%

6.9%

15.5%

1.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

病院・診療所

介護施設

未定

不明

その他

無回答
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8) 加算算定状況

加算算定状況は、介護保険の「特別管理加算Ⅰ」が 21.0%、「特別管理加算Ⅱ」が 11.3%

であった。また、医療保険の「特別管理加算 5,000 円」が 45.5%、「特別管理加算 2,500

円」が 12.8%であった。 

図表 4-49 加算算定状況（介護保険）（n=300） 

図表 4-50 加算算定状況（医療保険）（n=211） 

81.7%

21.0%

11.3%

0.0%

3.3%

64.0%

73.7%

85.0%

15.0%

15.0%

15.0%

15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急時訪問看護加算（介護）

特別管理加算Ⅰ（介護）

特別管理加算Ⅱ（介護）

ターミナルケア加算（介護）

有 無 無回答

88.2%

45.5%

12.8%

2.4%

7.1%

49.8%

82.5%

92.9%

4.7%

4.7%

4.7%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24時間対応体制加算（医療）

特別管理加算5,000円（医療）

特別管理加算2,500円（医療）

訪問看護ターミナル療養費（医療）

有 無 無回答
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9) 別表 8※の利用者

別表 8 のうち、「留置カテーテルを使用している状態」の利用者が 28.7%、「在宅酸素療

法指導管理を受けている状態」の利用者が 16.5%、「気管カニューレを使用している状態」

が 10.7%、「在宅人工呼吸指導管理を受けている状態」の利用者が 7.6%、「在宅気管切開

患者指導管理を受けている状態」の利用者が 6.6%であった。 

図表 4-51 別表 8のうち該当する状態（複数回答）（n=515） 

※別表８：特掲診療料の施設基準等別表第８の各号に掲げる者

1.7%

6.6%

10.7%

28.7%

0.0%

0.0%

16.5%

0.6%

2.9%

0.0%

7.6%

1.2%

0.0%

0.0%

3.3%

0.8%

1.0%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40%

在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態

在宅気管切開患者指導管理を受けている状態

気管カニューレを使用している状態

留置カテーテルを使用している状態

在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態

在宅血液透析指導管理を受けている状態

在宅酸素療法指導管理を受けている状態

在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態

在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態

在宅自己導尿指導管理を受けている状態

在宅人工呼吸指導管理を受けている状態

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態

在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態

在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

人工肛門を設置している状態

人工膀胱を設置している状態

真皮を越える褥瘡の状態

在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
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10) 留置カテーテルの種類

留置カテーテルを使用している場合、留置カテーテルの種類は、「胃チューブ留置（経

鼻・胃ろう）」が 62.8%、「膀胱留置カテーテル」が 35.1%であった。 

図表 4-52 （留置カテーテルを使用している場合）留置カテーテルの種類（複数回答）（n=148） 

11) 要介護度

要介護度は、「要介護 5」が 19.4%、「要介護 1」が 13.6%、「要介護 3」が 11.8%であっ

た。 

図表 4-53 要介護度（n=515） 

62.8%

0.0%

35.1%

0.7%

4.1%

2.7%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

胃チューブ留置（経鼻・胃ろう）

腹膜透析

膀胱留置カテーテル

PTCDなど（種々ドレーンなどの留置）

輸液用ポート

数日間継続的に行っている、サーフローによる点滴

その他

2.3%

2.7%

4.9% 13.6% 11.1% 11.8% 11.1% 19.4% 13.6% 9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

申請中 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ なし 無回答

-62-



12) 認知症高齢者の日常生活自立度

認知症高齢者の日常生活自立度は、「Ⅰ（日常生活ほぼ自立）」が 15.7%、「Ⅱ（注意し

ていれば可能）」が 14.4%、「Ⅳ（困難さ頻繁、常に介護必要）」が 13.4%であった。 

図表 4-54 認知症高齢者の日常生活自立度（n=515） 

28.5% 15.7% 14.4% 11.8% 13.4%

1.9%

1.9%

12.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

なし Ⅰ（日常生活ほぼ自立）

Ⅱ（注意していれば可能） Ⅲ（困難さ多少あり、介護要す）

Ⅳ（困難さ頻繁、常に介護必要） Ｍ（専門医療要す）

不明 無回答

-63-



13)  主疾患 
主疾患は、「悪性新生物」が 14.0%、「脳血管疾患」「神経難病」がそれぞれ 13.4%であ

った。 

図表 4-55 主疾患（n=515） 

 

  

14.0%

0.4%

0.0%

13.4%

9.3%

9.1%

1.0%

5.2%

2.5%

3.5%

0.8%

13.4%

2.1%

5.8%

11.8%

1.6%

5.2%

0.8%

0% 5% 10% 15% 20%

悪性新生物

感染症

中毒・外傷など

脳血管疾患

循環器疾患

呼吸器疾患

消化器疾患

筋・骨格系疾患

内分泌疾患

泌尿器・腎疾患

皮膚疾患

神経難病

その他の難病

精神疾患（認知症除く）

認知症

心身障害

その他

無回答

-64-



14) 医療機器等の使用状況

医療機器等の使用状況は、「あり」が 45.6%、「なし」が 53.4%であった。医療機器等を

使用している場合、「経管栄養（胃瘻を含む）」が 42.6%、「吸引」が 39.6%、「酸素療法」

が 38.3%であった。 

図表 4-56 医療機器等の使用有無（n=515） 

図表 4-57 （医療機器等を使用している場合）医療機器等の使用状況（n=235） 

45.6% 53.4% 1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり なし 無回答

42.6%

3.0%

2.6%

0.9%

19.6%

4.3%

9.4%

1.7%

0.0%

23.0%

39.6%

11.5%

4.7%

14.9%

38.3%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

経管栄養（胃瘻を含む）

中心静脈栄養

自己注射

自己導尿

膀胱留置カテーテル

膀胱瘻・腎瘻

人工肛門・人口膀胱

透析

ドレナージチューブ

気管切開

吸引

吸入

人工呼吸器NIPPV

人工呼吸器TIPPV

酸素療法

その他
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第3節 事業所自己評価の実施結果 

1. 実施方法

平成 27 年度老人保健健康増進等事業「医療ニーズの高い療養者の在宅生活を支援する

訪問看護ステーションの在り方に関するシステム開発及び調査研究事業」において作成し

た「訪問看護ステーションにおける事業所自己評価のガイドライン～看取りや医療ニーズ

の高い療養者を支える標準的な指針（ガイドライン）～」を用いて、今年度調査対象の訪

問看護事業所 10 事業所に事業所自己評価を実施してもらい、平成 27 年度に調査した訪問

看護事業所 316 カ所の自己評価結果と比較した。 
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2. 各項目（39 項目）の判断基準の平均と全国平均

１項目を除いた全ての項目で昨年度調査した全国平均値より高値であった。合計平均値は

全国平均値が「88.37」であったが、10 事業所では「103.2」であった。 

図表 4-58  各項目（39項目）の判断基準の平均と全国平均 

大項目 No 評価項目 10ST平均 全国平均

1 中・長期事業計画の策定と定期的な自己評価 2.60 2.08
2 単年度の事業計画の策定と定期的な自己評価 3.00 2.44
3 事業所の運営について改善への反映 2.80 2.38
4 利用者・家族から評価を受ける仕組みとサービスの活用 2.00 1.94
5 外部から評価を受ける仕組みとサービスの改善 1.10 1.30
6 新任職員向けの研修計画などの整備 2.90 2.14
7 職員育成計画と研修を受ける機会の確保 2.70 2.08
8 早朝・夜間の計画的な訪問体制 2.70 2.00
9 日曜、祝日、年末・年始の計画的な訪問体制 2.90 2.35
10 「人工呼吸器の利用者」の即日対応体制 2.80 2.22
11 「がん末期の利用者」の即日対応体制 3.00 2.46
12 財務状況のチェックと経営の安定化に向けた取組み 3.00 2.34
13 人事基準・評価などを連動させた人材マネジメント 2.20 1.93
14 働きやすい職場づくりへの取組み 2.90 2.53
15 業務の効率化のための記録等関係書類の電子化 2.40 2.04
16 人工呼吸器の利用者への事業所独自のマニュアル作成 2.70 1.97
17 終末期ケアの事業所独自のマニュアル作成 2.70 2.08
18 カンファレンス・事例検討の実施およびサービスの改善 2.90 2.58
19 事故の対応マニュアル作成および職員への周知 2.80 2.41
20 利用者の包括的なアセスメントと看護計画の作成 2.80 2.68
21 看護計画について管理者・リーダー等からのアドバイス 2.70 2.39
22 利用者等が行う医療的ケアの個別性に合わせた指導 2.60 2.46
23 利用者や家族等の意向を踏まえた支援 2.90 2.71
24 利用者等の希望に応じた看取りの実現 2.80 2.62
25 終末期ケアの経過説明と記録 2.80 2.56
26 デスカンファレンスの開催 2.20 2.04
27 「褥瘡のある利用者」の多職種との情報共有・協力要請 2.60 2.75
28 「緩和ケアの必要な利用者」の多職種との情報共有・協力要請 2.70 2.59
29 「精神障がいの利用者」の多職種との情報共有・協力要請 2.50 2.22
30 「小児の利用者」の多職種との情報共有・協力要請 2.60 2.01
31 サービス担当者会議等への参加、情報提供 2.80 2.91
32 他の訪問看護ステーションなどからの研修の受け入れ 2.90 2.21
33 多職種間での共通様式やICTの導入 2.40 1.62
34 退院・退所前における在宅生活のための準備 2.80 2.71
35 入院の可能性がある利用者への対応方針等の事前調整 2.60 2.61

(10) 地域への積極的な
展開

36 地域住民向けた情報発信 2.40 1.70

37 地域包括ケアシステムの構築に係る取組みへの参加 2.80 2.40
38 認知症の人が安心して暮らせる地域づくりへの積極的な参加 2.40 1.77
39 地域における訪問看護ステーション間のネットワークの構築 2.80 2.16

合計　　 103.2 88.37

中項目

一

事
業
所
運
営
の
基
盤
整
備

(1) 理念・目標等を踏
まえた事業計画の
策定と評価に基づ
くサービスの改善

(2) 計画的な人材育成

(3) 人材の配置と体制
整備

(4) 経営・労務の管理

四

安
心
し

て
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り

(11) 地域包括ケアシス
テムの構築への貢
献

(5) サービスの標準化
とリスクマネジメント

二

利
用

者

等
の

状

況
に

応
じ

た

専
門

的

な
サ
ー

ビ

ス

の
提

供

(7) 在宅での看取りま
でを支えるケアの提
供

(6) アセスメントに基づ
く看護計画の作成
と見直し

三

多
職
種
・
多
機
関
と

の
連
携

(8) 在宅生活の継続を
支えるための多職
種との連携促進

(9) 円滑で切れ目のな
いケアの提供
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3. 大項目（４項目）・中項目（11 項目）の評価結果と全国平均のレーダーチャート

図表 4-59  大項目（４項目）の評価結果と全国平均のレーダーチャート 

図表 4-60 中項目（11項目）の評価結果と全国平均のレーダーチャート 

注）平成 27 年度施行実施後に項目 22 と項目 23 の順序や文言に変更があったため、平成

27 年度の全国平均を一部修正して表示している。 

大項目 10ST平均 全国平均
大項目１ 87.9 72.4
大項目２ 89.5 83.1
大項目３ 88.5 80.1
大項目４ 86.7 66.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

大項目１

大項目２

大項目３

大項目４

10ST平均

全国平均

中項目 10ST平均 全国平均
中項目(1) 76.7 67.6
中項目(2) 93.3 70.4
中項目(3) 95.0 75.2
中項目(4) 87.5 73.7
中項目(5) 92.5 75.3
中項目(6) 90.0 83.6
中項目(7) 89.2 82.8
中項目(8) 88.1 77.7
中項目(9) 90.0 88.8
中項目(10) 80.0 56.5
中項目(11) 88.9 70.3

0.0
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20.0
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60.0
70.0
80.0
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100.0
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中項目(11)

10ST平均

全国平均
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第4節 調査からわかったソフトウェアの課題 

1. データの保存・出力機能

○今回のシステムでは更新ボタンをクリックする毎に、データが新規作成される仕様であ

り、データの状態について特定ができなかった（『確定』・『一時保存』・『変化』・『削除』

等、状態が把握できる機能が必要と考えられる）。

・データが変更されている場合について、間違ったデータを入力したのか、あるいは利用

者の状態に変化があって、データを変更・更新したのか、判断ができなかった。

・自由回答欄に『入力ミス』等の記載があったため把握できた点であるが、不要なデータ

が入力され、保存、出力されていた。入力ミスの場合に、そのことを伝える機能がなか

った。

○特段の入力しなおしやデータ加工をせずに、集計が円滑にできるようなデータの出力に

なっている方がよい。

・無回答、非該当を手元で入力する必要があった（自動出力化）。

・複数回答の場合、１つのセルに複数の回答が入力されており、手元で回答を複数のセ

ルに分ける必要があった（表頭に選択肢別の列をつくり、その列で有無データになっ

ているとよい）。 

・ニーズ、ニーズ評価が出力されたフォーマットについて、ニーズ別に行が分けられて

いなかったため、ニーズ別の集計がそのままではできなかった。また、上記同様、複

数回答の集計がそのままではできなかった（手元でニーズ別に行を分ける変換が必要

であった）。

・介入について、介入の件数ごとにデータが出力される形式であった。利用者１人ずつ

のデータになっていなかった（利用者とリンクできるようなフォーマットが望ましい）。 

そのため、１か月あたりの訪問回数・訪問時間等については、別途、手元で、データ

を加工しなおして、集計を行う必要があった（自動計算されるような仕組みがあると

よい）。

2. アラート機能

○異常値だと考えられるデータがあったため、入力時点でアラートを出し、修正してもら

う機能を持たせた方がよい。

例）

・介入時間について、開始時間よりも終了時間が早いデータや、対応時間が 0 分、0 時・

12 時・24 時の表記の違いで、介入時間が異常に長いデータ等があった 

・併用している訪問看護事業所が「有」となっているが、他の訪問看護事業所からの訪

問回数が 0 回であった

・小児の利用者が介護保険を利用しているようにみえるデータがあった ／等 
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3. グラフ化

○事業所が本システムを使って分析を行いたい場合、自動でグラフ化までできると、より

使いやすいものになるのではないか。
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第５章 標準モデルの提案に向けて

の利用者の特性別分析 
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6. ニーズ別 介入率

ニーズ別の介入率（ニーズがある利用者数のうち、その介入を行った利用者数の割合）につ

いて、下記の通り整理した。 

 

 

 

 

・介入率について、下記の記号で整理を行った。

◎：70％以上

○：60％以上 70％未満

△：50％以上 60％未満

（空白）：50％未満 

・ニーズはニーズがある人数が多い順に表示している。

・介入内容はいずれかのニーズに対して、介入率が 50％以上であった介入内容のみを表示して

いる。

※すべてのニーズに対して、介入率が 50％未満であった介入内容は表示していない。

※調査結果は 207～208頁参照

注）介入内容・ニーズの表記については、下記のように省略を行っている。 

（介入内容） 

・清潔のｹｱ：清潔のｹｱ・指導 ・衣生活のｹｱ：衣生活のｹｱ・指導

・食事や栄養のｹｱ：食事や栄養のｹｱ・指導 ・排泄のｹｱ：排泄のｹｱ・指導

・睡眠のｹｱ：睡眠のｹｱ・指導 ・疾病や治療の説明：疾病や治療に関する説明・指導（実施含む） 

・薬剤の管理・指導：薬剤の管理・指導（介助含む） ・医療処置の管理：医療処置の管理・実施・指導

（ニーズ）

・経済・制度利用の選択：経済・制度利用の選択や変更・拡大
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第6章 事業の結果・考察 

1. 訪問看護のケア実態の枠組みと項目の選定

本事業では、まず、利用者の特性に応じたサービス内容や提供量、コスト等の実態に

ついて把握するため、以下の方法により整理と検討を行い、多様かつ複雑化している利

用者像を明らかにし、膨大なケアの特徴を抽出・類型化するための枠組みと項目を選定

した。 

①過去研究等（他団体）についての整理・検討

②過去研究等（全国訪問看護事業協会）についての整理・検討

③医療機関における項目についての情報収集

④検討委員会・ワーキング委員会での検討

2. 訪問看護事業所のケア実態収集・集積のためのシステムの開発

１．で選定した枠組みと項目を用いて、訪問看護事業所が行っている利用者の特性に

応じたケアの実態を集積し分析するため、各訪問看護事業所がインターネット上で事業

所情報や職員情報、利用者の特性、利用者のニーズ、介入の内容、コスト、評価につい

ての情報を入力するためのシステムを開発した。また、各訪問看護事業所が入力したデ

ータを収集・集積するシステムを開発した。 

3. 訪問看護事業所のケア実態収集・集積のための調査の実施

２．で開発したシステムを運用し、実際にデータを収集した。また、収集したデータ

を集計し活用するにあたって、システムにおける課題を把握した。 

(1) 調査の実施（事業所情報・職員情報・利用者情報）

機能強化型訪問看護管理療養費１または２を算定している 10 カ所の訪問看護事業所

に対して平成 28 年 9 月 22 日に調査実施説明会を実施した。事業協力の同意を得て、

平成 28 年 11 月 1 日～平成 28 年 11 月 30 日の 1 か月間、調査を実施した。 

調査では、事業所情報の入力、職員情報の入力を行った。対象とする職員は事業所の

職員全員で、209 名分の結果を得ることができた。 

利用者情報、介入の内容、ニーズ、評価についての情報を入力する対象の利用者は、

各事業所において、①がん末期の利用者、②がん以外の終末期の利用者、③神経難病、

④脳血管疾患、⑤呼吸器疾患または循環器疾患、⑥小児、⑦精神疾患、⑧認知症の疾患・

状態の利用者をそれぞれ５名程度、サービス開始が近い利用者から選んでもらった。（た
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だし、11 月中の利用予定者で、医療保険・介護保険対象の在宅の利用者とした。）１事

業所あたり、約 50 名を抽出してもらい、合計で 515 名分の結果を得ることができた。 

(2) 事業所自己評価の実施と結果

今年度調査対象の 10 事業所が、昨年度事業で開発を行った事業所自己評価システム

を用い自己評価を行ったところ、１項目を除いた全ての項目で昨年度試行した訪問看

護事業所の全国平均値より高値であった。また、10 事業所の全 39 項目の合計平均値

は「103.2」で、全国平均値の「88.37」より「14.83」高かった。 

(3) 調査からわかったシステムの課題

データの保存／出力機能・アラート機能・グラフ化機能について、今後の運用にあた

って検討していく必要がある課題があることが明らかになった。 

4. 訪問看護事業所が目指す訪問看護サービス標準モデル提案に向けての利用者

の特性別（疾患等別、介護者等別）分析及び考察

３．で収集したデータを用いて、利用者の特性別（疾患等別、介護者等別）に分析を

行った。機能強化型訪問看護事業所 10 カ所の利用者 515 人を対象とした分析結果より、

訪問看護事業所の利用者の特性に応じた訪問看護サービス標準モデル提案のための一

定の成果が得られた。ここで、主な結果を整理し、考察を行う。 

(1) 疾患等別分析

医療保険対象の小児の利用者やがん末期の利用者が、報酬上でも評価される傾向があ

ったが、本調査において介護保険対象が多いがん以外の終末期の利用者、認知症や脳血

管疾患、循環器疾患、呼吸器疾患の利用者についても、利用者を支えるために必要な訪

問看護ケアの実態を、量的に捉えることができたと考えられる。以下に、今回の調査・

分析で得られた特徴的な内容を記す。 

○６歳以下の小児の利用者に対しては、医療と生活どちらの面も支えられる支援と共に、

成長・発達段階の知識に基づいた成長への支援を行っている実態が示された。

６歳以下の小児の利用者は、医療機器を使用している割合が 84.1%と約８割を占めて

おり、１か月あたりの訪問回数は平均 10.9 回、訪問時間は平均 613.8 分であった。医

療機器の管理等に頻回な介入・多くの時間が必要であった。 

医療機器の管理以外にも、93.0%の利用者に家族支援を行っていたことから、家族支

援にも手間がかかっていることがわかる。小児の利用者は、基本的に家族が医療的ケア

を担うことになるため、訪問看護師は医療的ケア、緊急時の対応等についての指導を中
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心に、精神的なサポートを含め、家族を支えるための様々な支援を積極的に行う必要が

ある。 

また、小児特有と考えられる「成長と発達」のニーズがある利用者が 81.8%を占めて

いたが、そのうち 86.1％の利用者がニーズ解決していなくても状態を維持できていた。

小児の利用者は、医療的ケアだけではなく、成長への支援も重要であるため、訪問看護

師は医療と生活どちらの面も支えられる支援と共に、成長・発達段階の知識に基づいて

介入していくことが必要であると考えられる。 

○７歳～19 歳の小児の利用者に対しては、医療と生活どちらの面も支えられる支援と

共に、成長・発達段階の知識に基づいて、利用者自身でできることを増やし、社会生

活への行動拡大ができるようなセルフケア能力を高められる支援を行っている実態

が示された。

７歳～19 歳の小児の利用者も、６歳以下の小児と同様に、医療機器を使用している

割合が 84.0%と約８割を占めていた。しかし、１か月あたりの訪問回数は平均 6.3 回、

訪問時間は平均 368.3 分であり、６歳以下の小児の利用者よりも低くなっている。理由

として、利用者自身で行えることが多くなっていることや、学校に通うなど生活の場が

広がり、訪問の機会が減ることなどが考えられる。 

ニーズについては、全37個のニーズ項目のうち、平均12.6個のニーズをもっており、

複数の多様なニーズをもっていることが示された。その中でも、「成長と発達」のニー

ズがある利用者が 76.0%を占めていたが、そのうち 94.7％の利用者がニーズ解決して

いなくても状態を維持できており、６歳以下の小児と同様に、訪問看護師は医療と生活

どちらの面も支えられる支援と共に、成長・発達段階の知識に基づいて介入していくこ

とが必要である。 

また、「身体活動の推進」のニーズがある利用者が 80.0%を占めていたが、そのうち

95.0%の利用者が解決していなくても状態が維持していた。７歳～19 歳は小児から成人

になる移行時期であり、家族からの援助を受けるだけではなく、自身でできることを増

やしていくことや学校に通ったり他のサービスを使ったりなど、社会生活への行動拡大

の支援も必要となる。そのため、訪問看護師は利用者自身でできることを増やすような

セルフケア能力を高められる関わりが必要であると考えられる。

○がん末期の利用者に対しては、「痛み」に着目し、改善できるように様々な介入を行

うことが必要であり、身体的痛みへの緩和だけでなく、全人的痛みへの緩和につなが

る看護ケアを行っている実態が示された。

がん末期の利用者について、１か月あたりの訪問回数は平均 11.8 回、訪問時間が平

均 629.6 分であり、頻回な訪問と多くの時間をかけていた。また、連絡対応を 84.2%の

利用者に行っており、訪問以外にも積極的な介入を行うことで、利用者のターミナル期

を支えている。また、訪問看護の診療報酬・介護報酬が平均 129,838.6 万円であり、他
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の特性と比べて一番高かった。 

「痛み」のニーズがある利用者が 65.8%を占めていたが、看護師によるニーズ評価に

おいて、そのうち 32.0%の利用者がニーズ解決されていた。また、利用者・家族による

QOL の評価でもがん末期の全利用者のうち、23.7％の利用者の痛み（不快感）が改善

していた。 

訪問時には、薬剤の管理・指導を 84.2%の利用者に対して行っており、鎮痛剤や医療

用麻薬を効果的に適切に使用することや、疾病や治療に関する説明・指導を 94.7%の利

用者に対して行っており、利用者が現在の状況を理解し、受け止められるような関わり

を行うこと等の介入を行っていたことがわかった。訪問看護師はがん末期の利用者の

「痛み」に着目し、改善できるように様々な介入を行うことが必要であると考えられる。 

また、「痛み」以外でも、「ターミナル期」のニーズがある利用者が 86.8%を占めてい

たが、そのうち 27.3%の利用者が解決していた。QOL 評価においても、「痛み」以外に、

「訪問看護を利用する前に比べ身体が安定」が改善した利用者の割合が 31.6%であった。

「痛み」の緩和とは、身体的痛みだけでなく、心理的・精神的、社会的、霊的な痛みと

言われる全人的痛みへの緩和につながる看護ケアが実施されていると考えられる。 

○がん以外の終末期の利用者に対しては、基本的な欲求を満たすための看護ケアを行い

つつ、低栄養を原因とした褥瘡予防のためのケア提供に着目し、予防的介入を行って

いる実態が示された。同時に、徐々に悪化する身体状況に対応しつつ、少しでも安定

した状態で過ごすための身体的、心理的・精神的、社会的な不安を含む全人的な看護

ケアが提供されている実態が確認された。

90 歳代の利用者が 47.1%であり、要介護５の利用者が 76.5%、寝たきり度がランク

Ｃの利用者が 70.6%、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣの利用者が 64.7%であった。

また、EQ-5D は 11 月時点で 0.286 だったものが、12 月時点で 0.304 に上昇しており、

生活の質（QOL）が高まっていた。高齢で ADL の低い利用者が多いため、利用者の基

本的な欲求を満たすための看護ケア（清潔・衣生活・食事／栄養・排泄・睡眠・環境整

備／調整）が積極的に行われており、１回の訪問で様々なケアを行う傾向があった。 

「褥瘡」のニーズがある利用者が 52.9%を占めていたが、そのうち 44.4%の利用者が

ニーズ解決されていた。がん以外の終末期の利用者は、寝たきり度がランクＣの利用者

が 70.6%であり、64.7%の利用者に「低栄養」のニーズがあり、「褥瘡」の発生のリス

クが高いものと推測される。食事や栄養のケアを平均 6.5 回、環境整備・調整を平均

4.9 回行っていることから、訪問看護師は基本的な欲求を満たすための看護ケアを行い

つつ、褥瘡に着目し、予防も含めた介入をすることが必要であると考えられる。 

「ターミナル期」のニーズがある利用者が 70.6%を占めていたが、そのうち介入によ

り解決したのは 8.3％であった。しかし、66.7％の利用者がニーズ解決していなくても

状態を維持できており、QOL 評価においても、「不安（ふさぎ込み）」が改善した利用

者の割合が 29.4%であった。がん末期の利用者と比較して、徐々に悪化する身体状況に
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対応しつつ、少しでも安定した状態で過ごすための身体的、心理的・精神的、社会的な

不安への看護ケアが実施される必要があると考えられる。 

がん末期の利用者と比較すると、両者ともに訪問回数は約 11 回であり、連絡対応を

実施した割合は 88.2%で、がん末期の利用者 84.2%とほぼ同程度であった。しかし、訪

問看護の診療報酬・介護報酬は平均 88,412.3 円で、がん末期の利用者の平均 125,977.4

円に比べて低かった。この差は、がん以外の終末期の利用者は介護保険対象が多いため、

医療保険対象で対応するがん末期の利用者と比べ、機能強化型訪問看護管理療養費が算

定できないことの影響が考えられる。また、がん末期の利用者に比べ、訪問看護で関わ

る期間が長く、終末期という時期がわかりにくいことによって、利用者や家族に説明と

同意が必要なターミナルケア加算が算定しにくいことが影響している可能性が考えら

れる。 

○神経難病の利用者に対しては、頻回な訪問と多くの時間の介入により、病状の進行を

できるだけ遅らせ、状態を維持できるような看護ケア提供の実態が確認された。

寝たきり度がランクＣの利用者が 40.7%であった。また、「ADL」のニーズがある利

用者が 84.7%を占めていたが、そのうち 92.0%の利用者が解決していなくても状態が維

持していた。神経難病の利用者は、一般的に、ADL の改善は難しく、病状の進行をで

きるだけ遅らせ、状態を維持できるような介入が意義深いと考えられるが、それと一致

した結果であったと考えられる。また、１か月あたりの訪問回数は平均 12.3 回、訪問

時間が平均 732.2 分であったことから、状態維持のためには頻回な介入・多くの時間が

必要であった。 

○脳血管疾患の利用者に対しては、セルフケア能力を高め、身体機能の低下を予防する

看護ケアが、状態の維持のために提供されていた。

要介護５の利用者は 32.8%であった。「ADL」のニーズがある利用者は 90.2%、「身

体活動の推進」は 70.5%、「健康管理・セルフケア」は 54.1%であり、介入により解決

していなくても「状態が維持」した利用者は、それぞれ 89.1%、90.7%、90.9%であっ

た。 

要介護度が高くても、セルフケア能力を高め、身体機能の低下を予防する訪問看護の

介入が、状態の維持のためには必要であると考えられる。 

○呼吸器疾患または循環器疾患の利用者に対しては、肺炎予防等の予防的関わりや心肺

機能を維持向上するための呼吸訓練等のリハビリテーションなどの看護ケアが、実態

として提供されていた。

「心肺機能」のニーズがある利用者が 78.2%であり、介入により解決していなくても

「状態が維持」した利用者が 85.2%であった。 

このような利用者が在宅療養を継続し、安定的に生活するためには、肺炎予防等の予
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防的関わりや心肺機能を維持向上するための呼吸訓練等のリハビリテーションなどの

訪問看護の介入が必要であると考えられる。 

○精神疾患の利用者に対しては、健康管理や睡眠という身体的なニーズへの看護ケアと

ともに、社会生活への不安を聞き取り、それを解消することで自信を持たせ、生活が

送れるようにするための看護ケアが提供されていた。

「気分」のニーズがある利用者は 82.8%、「社会関係」は 65.5%、「健康管理・セルフ

ケア」は 86.2%、「睡眠」は 44.8%であり、介入により解決していないが「状態が維持」

した利用者は、それぞれ 75.0%、94.7%、72.0%、69.2%であった。また、QOL 評価で

は、「普段の活動（仕事、勉強、家族、余暇活動）」24.1%、「痛み（不快感）」27.6%、

「不安（ふさぎ込み）」34.5%、「訪問看護を利用する前に比べ自信がついた」37.9%の

利用者が改善しており、様々な QOL が改善していた。また、１か月あたりの訪問回数

は平均 4.5 回、訪問時間が平均 254.5 分であった。 

精神疾患の利用者が安心して在宅生活を継続するためには、健康管理や睡眠という身

体的なニーズへの介入とともに、社会生活への不安を聞き取り、それを解消して自信を

持たせ、生活が送れるようにする支援をすることで QOL は改善する。また、在宅で生

活している期間によっても異なるとは思われるが、頻回な訪問でなくとも、その利用者

のニーズに沿った看護ケアが提供できれば、週 1 回程度、1 回 1 時間程度の訪問で効果

が期待できると考えられる。 

○認知症の利用者に対しては、認知症症状や対応方法を正しく理解したうえで、その利

用者に合わせた対応、健康維持やセルフケア能力を維持・向上させることにより、認

知低下や周辺症状を予防する看護ケアが提供されていた。

要介護５の利用者が 30.2%、寝たきり度がランク C の利用者が 35.8%であった。「認

知低下」のニーズがある利用者は 71.7%、「健康管理・セルフケア」は 58.5%であり、

介入により解決していないが「状態が維持」した利用者は、それぞれ 84.2%、87.1%で

あった。また、訪問介護の併用が 47.2％と疾患等別分析の利用者の中で最も多かった。 

認知症の利用者に対しては、認知症症状や対応方法を正しく理解したうえで、その利

用者に合わせた対応が重要である。同時に健康維持やセルフケア能力を維持・向上させ

ることにより、認知低下や周辺症状を予防することが可能となるため、このような介入

が必要である。 

(2) 介護者等別分析

一般的に、主介護者や同居者の有無は、在宅療養を継続するための要件として影響が

大きいと考えられる。本調査において、訪問看護事業所の利用者で主介護者がいない利

用者および独居の利用者を支えるために必要な訪問看護ケアの特徴的な実態を、量的に
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捉えることができたと考えられる。以下に、今回の調査・分析で得られた特徴的な内容

を記す。 

○主介護者がいない利用者に対しては、ADLの維持への支援とともに、生活面に着目し

た関わりや、訪問介護との連携（情報共有・介護職員への指導等）による支援が提供

されている実態が示された。

主介護者がいない利用者は 56.4%が訪問介護を併用しており、主介護者がいる利用者

の 32.6%よりも高かった。また、「ADL」のニーズがある利用者が 56.4％であったが、

100％の利用者が解決していなくても状態を維持できていた。主介護者がいない利用者

は ADL 維持への支援とともに、家事等の生活面での支援を頻回に受ける必要があるた

め、訪問介護を併用していたと考えられる。訪問看護師は生活面に着目した関わりや、

訪問介護との連携（情報共有・介護職員への指導等）による支援が必要であると考えら

れる。 

○独居の利用者に対しては、生活面に着目した関わりや、訪問介護との連携（情報共有・

介護職員への指導等）による支援とともに、薬剤の管理や指導を看護師が主導して支

援している実態が確認された。

独居である利用者は 66.7%が訪問介護を併用しており、独居ではない利用者の 23.7%

よりも高かった。また、薬剤の管理・指導の介入回数について、独居である利用者は平

均 5.6 回であり、独居ではない利用者の平均 3.1 回より多かった。独居の利用者は薬剤

の管理が難しく、そのための介入が訪問看護で必要であったと考えられる。主介護者が

いない利用者と同様に、訪問介護との連携が必要であると考えられるが、特に薬剤の管

理・指導については、訪問看護師が主導で支援していく必要があると考えられる。 

5. 訪問看護事業所が目指す訪問看護サービス標準モデル提案に向けての利用者

の特性別（ニーズ別）分析及び考察

３．で収集したデータを用いて、利用者の特性別（ニーズ別）に分析を行った。機能

強化型訪問看護事業所 10 カ所の利用者 515 人を対象とした分析結果より、訪問看護事

業所の利用者のニーズに応じた訪問看護サービス標準モデル提案のための一定の成果

が得られたので考察する。 

 本調査により、利用者が有するニーズ別に介入内容、介入回数、介入による解決状況

を把握することができた。ただし、一人の利用者に複数のニーズが該当すること、訪問

時の介入内容が毎回同じではなく異なる場合があることなどから、選ばれたニーズに対

して直接的に介入された内容を今回のシステムで把握することは難しかった。 

しかし、227 ページでは、介入率の 70％以上を◎、60％～70％未満を○、50％～60％

未満を△、50％未満を空白で示しているが、どのニーズに対しても多くの看護ケアを
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50％以上提供していることがわかる。また、このデータは、事業所自己評価の実施結

果（第 4 章第 3 節）で示すように、全 39 項目中１項目を除いた全ての項目で全国平

均値より高値であり、合計平均値は全国の「88.37」に対して「103.2」と 15 点程度高

い評価ができる 10 か所の機能強化型訪問看護事業所の調査結果である。つまり、標準

よりも高いレベルの事業所の調査から導き出した結果と考えることができるため、一

般的な訪問看護事業所が目指すべき訪問看護サービス標準モデルの一案として提示で

きると考える。 

6. 本調査の課題

今回は、調査対象の訪問看護事業所の種類（機能強化型）と量（10 事業所）及び利

用者数（515 名）が限られた中での分析になったが、一定の成果が得られたところであ

る。今後は調査対象の種類や量をより大きくすることで、『訪問看護の見える化』を検

討するための分析と、より一般的な標準モデルが検討できると考えられる。 

本調査におけるアウトカムは、訪問看護の介入だけのアウトカムというわけではなく、

他の介護保険・医療保険・障害者等のサービスの介入すべてのアウトカムと考えられる。

現実的には、訪問看護だけで在宅療養を支えている利用者は少なく、利用者や家族を中

心に多くのサービスや職種がチームとなって活動している。そのような中、チーム内で

の訪問看護師の役割を把握し、他職種との連携を行いながら、看護の専門性を発揮でき

る介入を模索する必要がある。また、今回の調査では、調査期間を１か月間とし、その

前後で状態の変化等を把握したが、調査期間前からの看護介入がアウトカムに影響して

いることを考慮する必要がある。さらに、今回の調査では、調査期間を１か月間として

いるが、それが最適とはいえず、状態の変化を把握するためには、どの程度の期間で評

価すべきか、引き続き検討することが求められる。 

上記の点を踏まえて、今後、システムおよび運用方法や調査方法を改善したうえで、

多くの訪問看護事業所に協力いただき、一定期間、データを蓄積していくことで、調査

対象の種類と量の限界という課題を解決でき、より正確な標準モデルの検討を行うため

のデータ収集が可能となると考えられる。本調査は入力項目が多く、回答事業所の負担

が大きかったという意見もあったことから、入力項目を厳選していくための検討も必要

であると考えられる。そのことにより、今回示した「訪問看護事業所が目指す訪問看護

サービス標準モデル」の精度が高まり、多くの訪問看護事業所の指針として活用される

ことにつながる。 

また、各事業所が、自事業所のデータを蓄積・分析することで、事業所ごとの標準モ

デルを検討し、自事業所の評価を行うためにデータを活用することも有用なものとなり、

訪問看護の質を高めるための一助となる。 
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平成 28年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業 

訪問看護のケア実態及び必要性に関する調査研究事業 

【報告書】 

平成 29（2017）年３月 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-3-12 壱丁目参番館 401 

電話：03-3351-5898 
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